
 

事 務 連 絡   

 令和４年７月７日 

 

 各都道府県・指定都市教育委員会学校安全主管課 

 各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 課 

 附 属 学 校 を 置 く 各 国 公 立 大 学 法 人 担 当 課 

  構造改革特別区域法第１２条第１項の認定を 

  受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課  

  各 国 公 私 立 高 等 専 門 学 校 担 当 課  

各都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課 

 

               文 部 科 学 省 総 合 教 育 政 策 局 

男女共同参画共生社会学習・安全課 

 

 

令和４年度「学校安全実践力向上サポート事業」の実施に向けた 

周知について（依頼） 

 

 平素より、学校安全の取組に御理解、御協力をいただきありがとうございます。  

 令和４年度から新たに表題の事業を開始いたします（別添①参照）。本事業では、

学校安全に係る専門家の派遣や、コンサルタントによる相談対応の窓口を設置し、各

学校園における学校安全計画や危機管理マニュアルの見直し、避難訓練の指導・評価

等を支援するものです。 

本事業において、校内研修での教職員に向けた講話等専門家の派遣に係る諸費用

を各学校園に御負担いただくことはありません。 

この度、公立のほか私立・国立の小学校・中学校・高等学校・特別支援学校・幼

稚園・幼保連携型認定こども園からの申し込みを開始しますので、学校園への周知に

あたり、御協力をお願いいたします。 

 

各都道府県・指定都市教育委員会におかれては所管の学校及び域内の市区町村教育

委員会に対し、各都道府県私立学校主管課におかれては所轄の学校法人及び学校に対

し、各国公立大学担当課におかれては所管の附属学校に対し、構造改革特別区域法（平

成 14 年法律第 189 号）第 12 条第１項の認定を受けた各地方公共団体の学校設置会社

担当課におかれては所轄の学校設置会社及び学校に対し、各都道府県・指定都市・中

核市認定こども園主管課におかれては域内の市区町村認定こども園主管課及び所轄の

幼保連携型認定こども園に対して、下記事項について周知をお願いいたします。 

御中 



 

 

記 

 

１． 依頼事項 

・チラシ（ＰＤＦ形式）及び申込用紙（Word 形式）の学校園への周知 

 

２． 申込方法 

・別添 Word ファイル申込用紙に必要事項を記入して、学校園から直接、指定

のメールアドレスに申込用紙を送付願います。  

 

３． 送付先 

・学校安全実践力向上サポート事業 事務局 

  株式会社 社会安全研究所 （担当：石水・田中） 

  メールアドレス：schoolsafety2022@e-riss.co.jp 

  電話 03-3260—9414 

 

４． 申込受付期間 

・第１期：令和４年７月１１日（月）～８月 ５日（金） 

・第２期：令和４年９月 ５日（月）～９月３０日（金） 

 

 

 

【本件担当】 

文部科学省総合教育政策局 

男女共同参画共生社会学習・安全課 

安全教育推進室 防災教育係 

電話：03-5253-4111（内線 2670） 

E-mail：anzen@mext.go.jp 

mailto:schoolsafety2022@e-riss.co.jp


文部科学省委託 学校安全総合支援事業（学校安全に係る専門性向上支援事業） 
学校安全実践力向上サポート事業 

学校安全の実践力向上を目指す 

学校園をサポート！ 
 

例えば、こんなお悩みはありませんか？ 

専門家派遣 

などを通じて 

 

設置主体・ 

校種等は 

問いません 
 危機管理マニュアルを 

見直せと言われたが、 
具体的にどうすればいいの？ 

今までと違う、実践的な 
訓練をやりたいけど、 
どんな方法がある？ 

 

もっと効率的・ 
効果的な 

安全点検の方法が 
ないかなぁ... 

 
校内研修で「学校安全」を 
取り上げたいが、講師が 

見つからない！ 

専門家の派遣、コンサルタントによる
相談対応などを通じて、そのお悩みを
解決します！ 

ü 学校安全計画の見直し支援 

ü 危機管理マニュアルの見直し支援 

ü 避難訓練・防犯訓練など、訓練の 

企画・運営支援、訓練評価 

ü 校内研修での教職員向け講話 

ü 児童・生徒等への講話 

ü 学校安全に関する授業の内容検討・

学習指導案の作成支援    など 

サポート例 
【申込方法】 

l 以下の２期に分けて申込を受け付けます。 
① 令和 4年 7月 11 日㈪〜8月 5日㈮ 

② 令和 4年 9月 5日㈪〜9月 30 日㈮ 

※今年度は計 30〜35 校園程度の支援を予定しています。

早めにお申し込みください。 

l 別紙の申込様式に必要事項を記入の上、 

下記事務局までメールにてお送りください。 

〈学校安全実践力向上サポート事業 事務局〉 

株式会社 社会安全研究所
しゃかいあんぜんけんきゅうじょ

  担当：石水
いしみず

・田中
た な か

 

メール：schoolsafety2022＠e-riss.co.jp 

電話：03-3260-9414 

費用負担は 

ありません 



 別 紙  
文部科学省委託 学校安全総合支援事業（学校安全に係る専門性向上支援事業） 

学校安全実践力向上サポート事業 申込用紙 

 

令和＿＿年＿＿月＿＿日 

 

申
込
団
体
%
学
校
園
等
* 

名称  

住所  

連絡先 
電 話： 

メールアドレス： 

担当者 
役職： 

氏名： 

希望する 

支援の内容 

 
※できるだけ 

具体的に記入 

してください 

 

 

その他 

 
（実施時期・場所

その他のご要望

やご意見） 

 



文部科学省委託 学校安全総合支援事業（学校安全に係る専門性向上支援事業） 

学 校 安 全 実 践 力 向 上 サ ポ ー ト 事 業 

専門家派遣などを通じて、学校安全の実践力向上を目指す学校園をサポートします！ 

 

趣 旨 

「第３次学校安全の推進に関する計画」（令和 4年 3月 25 日閣議決定）では、学校安全計画・

危機管理マニュアルを見直すサイクルの構築、地域の多様な主体との連携・協働、実践的・実効的

な安全教育の推進など、学校安全に関する具体的な取組の推進が求められています。 

本事業では、こうした取組を進めて学校安全に関する実践力の向上を図ろうとする学校園などに

対し、外部専門家の派遣や相談対応などを通じて助言・知見の提供を行い、その取組をサポートし

ます。これを通じて、これまで外部専門家の助言などを受けることが難しかった学校園などにおい

ても、学校安全に関する取組の質の向上を図ることが本事業の目的です。 

 

対 象 

●小学校・中学校・高等学校・義務教育学校・中等教育学校・特別支援学校・幼稚園・幼保連携型

認定こども園 

※学校設置者は問わず、公立のほか私立・国立の学校園も支援します。 

●上記の学校園を設置・運営する学校法人・国立大学法人 

 

支援期間・支援回数 

●期間：令和４年８月１日（火）〜令和５年２月１０日（金） 

●回数：１学校園当たり１回〜数回（オンラインによる相談等を含みます） 

 

申込方法 

●以下の２期に区分して、申込を受け付けます。 

※今年度は計 30〜35 校園程度の支援を予定しています。支援時期に関わらず、第１期・

第２期のいずれでも申込可能ですので、早めにお申し込みください。 

●別紙の申込様式に必要事項を記入の上、下記事務局までメールにてお送りください。 

〈学校安全実践力向上サポート事業 事務局〉 

株式会社 社会安全研究所
しゃかいあんぜんけんきゅうじょ

  担当：石水
いしみず

・田中
た な か

 

メール：schoolsafety2022＠e-riss.co.jp  電話：03-3260-9414 

 

支援の流れ 

●申込後に事務局にて詳細ヒアリングを行い、①事務局による相談対応、②外部専門家等の派遣、

のいずれかの方法で支援を行います。各学校園等における費用負担はありません。 

●専門家等の派遣を受ける場合は、近隣他校園や地域の関係団体へ周知して可能な範囲でオブザー

バー参加を要請する、事後に情報共有するなど、連携を深めてください。 

 
 

支援内容（例） 

●例えば以下のようなサポートを行います。 

ü 学校安全計画の見直し支援 

ü 危機管理マニュアルの見直し支援 

ü 避難訓練・防犯訓練など、訓練の企画・運営

支援、訓練評価 

ü 校内研修での教職員向け講話 

ü 児童・生徒等への講話 

ü 学校安全に関する授業の内容検討・学習指導

案の作成支援 

【支援対象】
（学校園等）

支援申込

❶ 相談対応

【事業事務局】

詳細

ヒアリング

申込受付

電話・メール等により、
詳しいニーズ・課題等
を伺います。

❷ 専門家等の派遣

情報提供・

助言

電話・web会議を活用
した打合せにより、必要
な情報の提供・助言を
行います。

支援を受け、

実践力向上の
取組を推進

専門家等との

マッチング

【専門家等】

支援対象の学校園等の
意向も踏まえ、適任者を
選定します。

研修・訓練

その他の
支援・助言

依頼

報告書作成

報告書受領・事業成果とりまとめ

謝金等の支払

提出

簡単な報告書を
ご提出いただきます。

 申込受付期間 

第１期 令和４年７月１１日（月）〜８月５日（金） 

第２期 令和４年９月５日（月）〜９月３０日（金） 

別添① 
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